
電子メール

※ bzlの「l」は小文字のエルです。saiseki11の「11」は数字です。

・・・

・・・ 採石法第4条に基づく権利（採石権設定の契約を行い、法務局に登記しているもの）

・・・

※ それぞれの面積の合計が、採取計画認可申請書の総面積となります。

｢採石法施行規則第11条の規定による報告書｣記載要領

１

本報告の対象期間は、提出する年の前年1月～12月です。

本報告の報告期限は、毎年3月末日までです。

実績がない場合でも提出が必要です。

なお、記載欄に記載しきれない場合は、適宜別紙を付してください。

複数の採取場がある場合は、採取場ごとに報告書を作成してください。

● 本記載要領及び記載例を参考に作成し、報告してください。

● 県から発行された認可証や、県に提出した採取計画書を確認しながら、作成してください。

● 県から認可を受けている採取場ごとに報告書を作成してください。

1採取場につき、1枚の報告書の作成が必要です。

送付先アドレス：

提出方法：

件名は「採石法施行規則第11条報告」等としてください。

また、当局からは受理した旨の返信は原則行いません。

メールの到達を確認したい場合は「開封確認を希望する」旨を本文等に記載ください。

bzl-thk-saiseki11hokoku@meti.go.jp
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31)欄

報告書を作成した担当者名を記載してください。

報告書の内容確認のため、後日照会させていただくことがあります。

1)～17)欄

報告の対象期間中（前年1月～12月）に変更認可や認可の更新を受けた場合、最新の内容を記載してください。

８
19)欄

対象期間の年間生産量(トン)の実績を記載してください。

４

4)欄

法人であれば資本金を万円単位で、個人の場合は「個人」と記載してください。

地方公共団体等の場合「その他」と記載してください。

５

6)欄

「従業員数」には採取場における全体の従業員数、

（）内には岩石の採取のための直接的な作業に従事する者の人数を記載してください(外部委託を含む）。

※ 複数の採取場を兼任している場合は、採取場ごとに按分するなどして記載してください。

10)欄

権利の種類は、採取場の土地の権利に係る項目です。

土地所有権 採石業者が自ら所有する土地であるもの

採 石 権

その他の権利 上記以外の賃貸借契約や土地使用の同意を得ているものなど

３

６

２

７

17)欄

他の行政庁の許認可処分があった年月日、当該処分の有効期間、当該処分に係る土地の範囲等処分の概要を記載してく

ださい。(森林法、公園法等で採石法以外のもの)

９

20)欄

19)欄に記載した年間生産量の製品別の内訳を記載してください。

また、｢埋立用岩石｣及び｢真砂土｣を採取している場合は｢石材｣の｢その他｣欄に記載してください。

問合せ先 ：

電話(直通)：

東北経済産業局 資源･燃料課（砂利採石担当）

022-221-4934








